
　

水
道（
以
下
、
下
水
道
も
含

む
）の
使
用
を
開
始（
再
開
含
む
）

す
る
、
中
止（
一
時
中
止
含
む
）

す
る
、
ま
た
は
使
用
者
が
変
わ
る

な
ど
の
場
合
に
は
、
役
場
へ
の
届

出
が
必
要
で
す
。
届
出
が
無
い
場

合
は
、
後
に
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
届
出
の
受
付
時
間
は
、
平
日

　
（
土
日
祝
祭
日
お
よ
び
年
末
年

　

始
を
除
く
）の
午
前
8
時
30
分

　

か
ら
午
後
5
時
15
分
ま
で
と

　

な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合

に
は
「
使
用
開
始
届
」
の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。な
お
、郵
送
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
届
出
は
受
け
付

け
ま
す
が
、電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

【
注
意
事
項
】

○
使
用
開
始
当
日
に
届
出
が
さ
れ

　

た
場
合
、
早
急
に
対
応
で
き
な

　

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
使

　

用
開
始
予
定
日
の
前
日
ま
で
に

　

届
出
を
済
ま
せ
る
こ
と
を
お
勧

　

め
し
ま
す
。

○
止
水
栓
の
開
栓（
水
道
の
元
栓

　

を
開
け
る
こ
と
）は
、
こ
ち
ら

　

か
ら
職
員
が
お
伺
い
し
て
作
業

　

を
行
い
ま
す
が
、そ
の
際
に
は
、

　

建
物
内
の
蛇
口
が
全
て
締
ま
っ

　

て
い
る
か
ど
う
か
事
前
に
確
認

　

願
い
ま
す
。
蛇
口
が
開
い
て
い

　

た
り
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ
る

　

場
合
に
は
開
栓
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
開
栓
作
業
は
平
日
の
午

　

前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
の

　

対
応
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
「
使
用
開
始
届
」
の
提
出
が
な

　

い
ま
ま
水
道
の
使
用
を
開
始
し

　

た
場
合
は
、
町
長
が
認
定
す
る

　

水
道
料
金
を
納
め
て
い
た
だ
く

　

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
場

　

合
に
よ
っ
て
は
罰
則
を
科
さ
れ

　

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必

　

ず
届
出
を
行
う
よ
う
に
し
て
く

　

だ
さ
い
。

　

水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
場
合

に
は
、「
使
用
中
止
届
」の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
郵
送

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
話
で
の
届
出

は
受
け
付
け
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
受
付
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。

【
注
意
事
項
】

○
使
用
中
止
の
場
合
、
す
ぐ
に
使

　

用
再
開
さ
れ
る
場
合（
概
ね
一

　

週
間
程
度
）を
除
き
、
止
水
栓

　

を
閉
栓（
水
道
の
元
栓
を
閉
め

　

る
こ
と
）し
ま
す
。
ま
た
、
止

　

水
栓
の
閉
栓
は
、
平
日
の
午
前

　

9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
の
対

　

応
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
水
道
の
使
用
を
や
め
て
も
、
中

　

止
の
届
出
が
な
い
場
合
は
、
い

　

つ
ま
で
も
基
本
料
金
が
か
か
り

　

続
け
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を

　

行
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

○
使
用
中
止
の
場
合
、
料
金
の
清

　

算
方
法（
現
金
払
、
口
座
振
替

　

な
ど
）に
つ
い
て
お
知
ら
せ
く

　

だ
さ
い
。

　

水
道
の
使
用
者
が
変
わ
る
場
合

に
は
「
使
用
者
変
更
届
」
の
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
支

払
方
法
や
料
金
請
求
書
の
送
付
先

に
変
更
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も

同
様
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

電
話
で
の
届
出
は
受
け
付
け
ま
す

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
受
付

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

料
金
の
口
座
振
替
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
町
内
の
各
金
融
機
関

（
ひ
や
ま
漁
協
を
除
く
）も
し
く

は
役
場
環
境
水
道
課
、
熊
石
総
合

支
所
地
域
振
興
課
、
落
部
支
所
に

お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
つ
い
て
は
、

口
座
振
替
申
込
書
記
載
後
ご
本
人

が
郵
便
局
窓
口
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
水
道
の
使
用

等
に
関
し
て
は
必
要
な
届
出
が
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
場
合
に
は
必
ず
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
水
道
課
業
務
係

　

防
衛
省
の
補
助
事
業
に
よ

り
、
町
道
大
新
線
の
道
路
工

事
を
実
施
し
、
工
事
期
間
中

に
交
通
規
制
を
行
い
ま
す
。

　

工
事
進
捗
状
況
に
よ
っ
て

交
通
規
制
が
変
わ
り
ま
す
の

で
、
現
場
の
指
示
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

周
辺
お
よ
び
通
行
す
る

方
々
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
規
制
方
法
】　

　

作
業
時
片
側
交
互
通
行

【
工
事
期
間
】

　

4
月
中
旬
〜
7
月
31
日（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

建
設
課
土
木
係

交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

水
道
・
下
水
道
の
使
用
に
関
す
る

各
種
手
続
に
つ
い
て

こ
ん
な
時
は
必
ず

役
場
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い

料
金
の
口
座
振
替
手
続
き

　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
時

水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
時

水
道
の
使
用
者
が
変
わ
る
時
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